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１ 介護保険住宅改修の概要                

 
 
 
 
 
 

※ 

※ 
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２ 住宅改修の種類              
         

⑴ 

手すりの取付け

  

⑵ 

段差の解消

  

⑶ 

滑りの防止及び移動の円滑化

等のための床又は通路面の材

料の変更 

⑷ 

引き戸等への扉の取替え

 

⑸ 

洋式便器等への便器の取替え
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⑹ 
その他①～⑤の住宅改修に 

付帯して必要となる住宅改修 
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３ 住宅改修を検討する上での注意点                       
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（参考）スロープの勾配 

 

 

  

                                  

   

                                   

                                   

                                   

                                    

 

 

 

 

高
さ(

Ｈ) 

長さ(L) 

 

勾配（1/6）＝高さ（50 ㎝）÷長さ（Ｌ） 

長さ（Ｌ）＝高さ 50 ㎝÷勾配（1/6） 

＝50 ㎝×６＝300 センチ …最低３ｍのスロープが必要。 



7 

④事前申請 

⑤審査 

 

⑧支給申請 

４ 住宅改修費支給までの流れ                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦着工・完了 

①相談 

②施工業者の決定及び現場確認 

⑥着工許可 

⑨審査・支給 

➂改修内容の確認 
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５ 事前申請に必要な書類について      

※ 市の許可前に着工した場合は支給対象外となります。やむを得ない事情により事前申請

が困難な場合は必ず着工前にご相談ください。 

⑴ 事前申請書 

⑵ 

住宅改修が必

要な理由書 

（2 種類） 

⑶ 
見積書・工事

内訳書 

➂
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⑷ 平面図 

➂

⑸ 着工前写真 

➂ 



10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

⑹ 

住宅の所有者
の承諾書 

（本人所有の場合

は不要） 

※ 

※ 

※ 

⑺ 

居宅介護 
（介護予防） 

サービス 
計画書 

⑻ その他 
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６ 事後申請に必要な書類について                    

⑴ 支給申請書 

⑵ 領収書（原本） 

⑶ 完成後写真 

⑷ 事前申請一式 

⑸ その他 

以下受領委任払い制度を利用する場合の必要書類 

⑹ 委任状 

請求書との日付関係について矛盾が生じないよう注意してください。保険給付

分の受領の委任を受けた後請求となりますので、次のとおりとなります。【 委任

状の日付 ≦ 請求書の日付 】 

⑺ 

請求書 

（９割、８割または７

割分） 

宛名は「天草市長」で、改修金額・自己負担額、・請求金額が確認できるもの

に限ります。 
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７ 支給限度基準額の管理について                

  

     

 

 

 

 

 

 

 

   

20 万円 

保険給付額１８万円 

自己負担額２万円 

例）改修金額が１５万円、負

担割合が２割の被保険者の

場合は・・・ 

・自己負担額 … 3 万円 

・保険給付額 … 12 万円 

・支給限度額残 … 5 万円 
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例１) 要介護１の時に２０万円の住宅改修費の支給を受け、その後転居した場合は、転居前の住

宅に係る支給状況にかかわらず、転居後の住宅について２０万円までの住宅改修費の支給が可

能となる。また、「介護の必要の程度」が３段階上がった場合は、再度２０万円まで支給が可能とな

る。 

要介護１              要介護１               要介護４ 

（第二段階）             （第二段階）             （第五段階） 

転居前住宅              転居後住宅            介護度が３段階以上 

２０万円まで利用       再度２０万円まで利用        更に２０万円まで利用可能 

※ ①・②の例外は、同一住宅・同一要介護者について 1 回のみ適用されます。  

※ 転居と 3 段階リセットの両方に該当する場合は転居リセットが優先されます。 

 

例２） 要支援１と認定されたもののその時点では住宅改修を行わず、要介護１となってから初めて

住宅改修を行った場合は、要介護１を基準として「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上がっ

た場合に再度２０万円まで支給が可能となる。 

 

     要支援１           要介護１           要介護３         要介護４ 

    （第一段階）         （第二段階）         （第四段階）       （第五段階） 

着工せず          初めて着工                         再度着工 

              ２０万円まで利用       ×利用不可    ○再度２０万円まで利用 

 

 

例３） 要支援２のときに初めて住宅改修に着工し、その後要介護４の認定を受けたもののこの時

点では再度の住宅改修を行わず、後に要介護３と変更された場合には、「介護の必要の程度」の

段階が３段階以上という要件を満たしていないため３段階リセットの例外は適用されない。 

 

    要支援２            要介護４          要介護３           要介護４ 

   （第二段階）          （第五段階）        （第四段階）         （第五段階） 

初めて着工            改修しなかった       再度着工 
   ２０万円まで利用                      ×利用不可     ○再度２０万円まで利用 

 

 

 例４） 要介護３の時に初めて住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費の支給を受け、その 後要

介護１となり、その時点で１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合は、初めて住宅改修を行った

要介護３が基準となるので、さらにその後要介護４となった場合でも再度の住宅改修費の支給はで

きないことになる。 

 

        要介護３                 要介護１               要介護４ 

 （第四段階）               （第二段階）             （第五段階） 

初めて着工               追加の住宅改修 

 １０万円まで利用           残りの１０万円を利用         ×利用不可 
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８ 支給方法について                    

⑴ 償還払い 

⑵ 受領委任払い 
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１ 介護保険福祉用具購入費の概要              

対 象 者 

対象種目 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 

⑦ 
⑧ 
⑨ 

支給限度額 

（支給限度基準額） ※ 
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 ２ 対象種目について                    
 種  目 内     容 

⑴ 

腰掛便座

 

⑵ 
自動排泄処理装置

の交換可能部品 

⑶ 排泄予測支援機器 

⑷ 

入浴補助用具

 

⑸ 

簡易浴槽

 

 

⑹ 
移動用リフトのつり

具の部分 

⑺ 
貸与と購入を選択

できるもの 
➂



18 

３ 福祉用具購入費支給申請について             

 必要な書類 内     容 

⑴ 
福祉用具購入費 

支給申請書 

⑵ 領収書（原本） 

⑶ 
特定福祉用具サービス

計画書 

⑷ パンフレット 

⑸ 委任状 

⑹ 
請求書 

（９割、８割または７割分） 
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４ 福祉用具購入制度の適切な利用について                    

➂

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 
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５ 支給方法について                    
 

 

⑴ 償還払い 

⑵ 受領委任払い 
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※ 被保険者が交通事故等の第三者行為により介護が必要になった場合に行う住宅 

改修及び福祉用具購入について、上記の条件をクリアしていても受領委任払い制度

を利用することができません。償還払いで対応します。 
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１ 高齢者住宅改造助成事業の概要              

㊟
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２ 助成金交付までの流れ                            

◆ 申請期間は、原則として 4 月から１１月までとします。 

. 

             

 

 

 

 

 

 

 

             

                

                               

 

                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ続く 

事前協議 

実地調査 

申 請 

-全てを当年度内に完了させる必要があります- 
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※ 事前着工の場合、助成対象となりません。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

                    

   

 

 

                           

工事着工 

＜提出＞ 

天草市への   

請求書  

＜提出＞ 

領収書（写し） 

助成決定通知書の発送 

工事完了 

実地調査 

助成確定通知 

助成金交付 


